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１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（一部を抜粋して掲載）              

１．調査の概要 

（１）調査の目的 

日常生活圏域における高齢者の地域生活の課題を探り、それらの課題を踏ま

えた介護保険事業計画を策定するため、課題の抽出調査及びデータの分析を実

施し、第７期介護保険事業計画の適切な策定に向けた基礎情報を得ることなど

を目的とします。 

 

  （２）調査の設計 

調査内容 
国が示した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

票」に基づき作成 

調査対象者 
６５歳以上の一般高齢者及び要支援１、２の高齢

者 

対象者数 1,600 人 無作為抽出 

配布・回収方法 郵送による配布・回収を実施 

調査の期間 令和 2 年 1 月 27 日～令和 2 年 2 月 14 日 

 

  （３）回収結果 

本調査の回答数・回答率は以下のとおりです。 

圏域名 配布数(人) 有効回答数(人) 有効回答率(％) 

全 体 1,600 1,183 73.9 
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１．からだを動かすことについて 

（２）転倒リスク 

転倒リスクの該当者の割合は、26.0％となっています。転倒リスクは道 

路の整備状況や平坦地の多さなど、様々な要因が分析結果に影響し、地域差

が見られます。 

性別でみると、男性が 23.2％、女性が 28.0％と男性に比べて女性が高

くなっています。男女ともに年齢階層が高くなるにつれてリスク者の割合が

高くなっています。 

 

◆転倒リスク者(性別・年齢別クロス) 

 

 

 

 

 

 

23.2 

20.4 

15.3 

27.1 

35.2 

33.3 

28.0 

22.8 

19.3 

25.3 

39.5 

54.8 

76.5 

78.8 

84.7 

72.9 

63.0 

66.7 

71.1 

77.2 

80.2 

71.4 

60.5 

45.2 

0.4 

0.7 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

0.9 

0.0 

0.5 

3.2 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体(n=514)

65～69歳(n=137)

70～74歳(n=150)

75～79歳(n=140)

80～84歳(n=54)

85歳以上(n=33)

女性全体(n=667)

65～69歳(n=162)

70～74歳(n=192)

75～79歳(n=154)

80～84歳(n=86)

85歳以上(n=73)

男
性

女
性

転倒リスクあり リスクなし 判定不能
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（３）閉じこもり傾向 

閉じこもり傾向の該当者の割合を全体でみると、11.8％となっています。 

性別でみると、男性が 7.8％、女性が 14.8％と男性に比べて女性が高くなっ

ています。年齢別でみると、男性では８５歳以上、女性では７５歳以上から急

激にリスク者の割合が高くなっています。 

 

◆閉じこもり傾向の該当者(性別、年齢別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 

6.6 

6.0 

6.4 

9.3 

24.2 

14.8 

5.6 

5.2 

16.9 

31.4 

37.0 

90.9 

92.0 

92.7 

92.9 

87.0 

75.8 

84.9 

94.4 

94.3 

82.5 

68.6 

63.0 

1.4 

1.5 

1.3 

0.7 

3.7 

0.0 

0.3 

0.0 

0.5 

0.6 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体(n=514)

65～69歳(n=137)

70～74歳(n=150)

75～79歳(n=140)

80～84歳(n=54)

85歳以上(n=33)

女性全体(n=667)

65～69歳(n=162)

70～74歳(n=192)

75～79歳(n=154)

80～84歳(n=86)

85歳以上(n=73)

男
性

女
性

閉じこもり傾向あり リスクなし 判定不能
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◆家族構成別の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 

8.8 

4.0 

19.5 

9.4 

81.7 

90.7 

94.0 

80.5 

89.9 

0.9 

0.5 

2.0 

0.0 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1人暮らし(n=219)

夫婦2人暮らし(配偶者65歳以

上)(n=547)

夫婦2人暮らし(配偶者64歳以

下)(n=50)

息子・娘との2世帯(n=149)

その他(n=159)

閉じこもり傾向あり リスクなし 判定不能
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（４）外出回数減少 

外出回数が「とても減っている」「減っている」と回答した高齢者は、運  

動器の機能低下者（56.1％）、閉じこもり傾向のある高齢者（58.6％）の

２項目でほぼ６割がリスクありとなっています。 

 

◆各リスクと外出回数減少の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4 

12.9 

1.2 

3.9 

0.7 

11.4 

1.9

13.2 

45.7 

13.6 

26.7 

13.6 

44.7 

17.0 

13.6 

58.6 

14.8 

30.6 

14.3 

56.1 

18.9 

0 20 40 60 80 100

閉じこもり傾向なし(n=1034)

閉じこもり傾向あり(n=140)

転倒リスクなし(n=868)

転倒リスクあり(n=307)

運動器リスクなし(n=1043)

運動器の機能低下者(n=132)

全体(n=1183)

とても減っている 減っている

%
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３．毎日の生活について 

（１）認知機能の低下 

認知機能の低下の該当者の割合を全体でみると、39.6％となっています。 

性別でみると、男性が 37.9％、女性が 40.6％と男性に比べて女性がやや高

くなっています。 

 

◆認知機能の低下の該当者(性別、年齢別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.9 

31.4 

38.0 

40.0 

44.4 

45.5 

40.6 

30.9 

39.1 

39.0 

50.0 

58.9 

58.9 

65.7 

58.7 

57.1 

50.0 

54.5 

56.7 

66.7 

59.4 

57.8 

47.7 

35.6 

3.1 

2.9 

3.3 

2.9 

5.6 

-

2.7 

2.5 

1.6 

3.2 

2.3 

5.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体(n=514)

65～69歳(n=137)

70～74歳(n=150)

75～79歳(n=140)

80～84歳(n=54)

85歳以上(n=33)

女性全体(n=667)

65～69歳(n=162)

70～74歳(n=192)

75～79歳(n=154)

80～84歳(n=86)

85歳以上(n=73)

男
性

女
性

認知機能低下者 該当せず 判定不能



資料編 

96 

 

◆家族構成別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.2 

39.6 

32.0 

39.5 

43.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他(n=159)

息子・娘との2世帯(n=149)

夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)

(n=50)

夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)

(n=547)

1人暮らし(n=219)
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（２）ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）の低下 

ＩＡＤＬ(手段的日常生活動作)とは買物・料理・金銭管理など、ＡＤＬ(日常

生活動作)よりも高い自立した日常生活をおくる能力のことです。ＩＡＤＬの

低下の該当者の割合を全体でみると、11.7％となっています。 

 

◆ＩＡＤＬの低下の該当者(性別、年齢別) 

 

 

 

◆ＩＡＤＬの低下の該当者(性別、年齢別) 

 

 

86.9 

77.3 

80.0 

77.8 

66.7 

99.4 

96.4 

91.6 

82.6 

61.6 

7.3 

18.0 

14.3 

11.1 

12.1 

0.0 

0.5 

3.9 

7.0 

15.1 

3.6 

2.7 

3.6 

7.4 

21.2 

0.0 

2.1 

1.3 

3.5 

17.8 

2.2 

2.0 

2.1 

3.7 

0.0 

0.6 

1.0 

3.2 

7.0 

5.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳(n=137)

70～74歳(n=150)

75～79歳(n=140)

80～84歳(n=54)

85歳以上(n=33)

65～69歳(n=162)

70～74歳(n=192)

75～79歳(n=154)

80～84歳(n=86)

85歳以上(n=73)

男
性

女
性

高い やや低い 低い 判定不能

5.0 

13.4 

12.0 

9.0 

3.2 

3.1 

6.0 

4.0 

4.4 

2.3 

8.1 

19.4 

16.0 

13.4 

5.5 

0 10 20 30 40 50

その他(n=159)

息子・娘との2世帯

(n=149)

夫婦2人暮らし(配偶者

64歳以下)(n=50)

夫婦2人暮らし(配偶者

65歳以上)(n=547)

1人暮らし(n=219)

やや低い 低い

%
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５．社会資源等の把握 

（１）社会活動への参加状況 

社会活動への参加状況をみると、「ボランティアのグループ」、「スポーツ

関係のグループやクラブ」、「趣味関係のグループ」、「町内会・自治会」、

「収入のある仕事」への参加が比較的多い傾向にあります。一方、「学習・教

養サークル」について参加していると回答した人はほとんどおらず、「サロン

や百歳体操などの介護予防のための通いの場」や「老人クラブ」について参加

していると回答した人はいずれも 1 割を下回っています。 

 

◆地域活動への参加状況 

 

 

 

15.4

23.9

29.7

0.1

8.7

7.9

39.5

24.1

63.1

57.1

51.8

66.1

69.8

70

39.1

56.3

21.5

18.9

18.5

22.9

21.5

22.1

21.5

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤サロンや百歳体操、サンサン体操など
介護予防のための通いの場

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

⑧収入のある仕事

参加している 参加していない 無回答
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（２）地域作りの場への参加意向 

地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、

いきいきした地域づくりを進めるとしたら、その活動に参加してみたいかと尋

ねたところ、参加者として「是非参加したい」「参加してもよい」と回答した

人の割合は 55.9％と、半数を超えています。また、企画・運営(お世話役)と

して「是非参加したい」「参加してもよい」と回答した人の割合は 33.7％と

なっており、３割以上の人が地域作りを自らの手で企画・運営したいと考えて

いることが分かります。 

 

  ◆地域作りの場への参加意向（参加者として） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域作りの場への参加意向（企画・運営（お世話役）として） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 

4.6 

33.6 

48.2 

7.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

無回答

既に参加している

参加したくない

参加してもよい

是非参加したい

n=1183

（％）

7.2 

2.5 

56.6 

31.1 

2.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

無回答

既に参加している

参加したくない

参加してもよい

是非参加したい

n=1183

（％）
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（３）助け合いの状況 

 

◆心配事や愚痴について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

5.0 

2.1 

18.9 

13.6 

35.7 

36.2 

46.2 

53.2 

2.0 

3.5 

2.1 

13.6 

15.1 

32.9 

38.5 

44.9 

56.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

無回答

そのような人はいない

その他

近隣

同居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

別居の子ども

友人

配偶者

あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人

あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人

（％）

n=1183
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◆家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆過去１カ月間に会った友人・知人との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会・町内会・老人

クラブ

7.9%

社会福祉協議会・民生委員

13.2%

ケアマネジャー

8.7%

医師・歯科医師・看護師

29.5%

地域包括支援センター・役所・役場

16.0％

その他

8.2%

そのような人はいない

34.2%

無回答

7.4%

n=1183

０人（いない）

10.7%

１～２人

20.8%

３～５人

26.5%

６～９人

11.3%

１０人以上

16.0％

無回答

1.8%

n=1183
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６．認知症に係る相談窓口について 

認知症に関する相談窓口について知っているかを尋ねたところ、31.1％の人

が「はい」と回答した一方、65.2％の人は「いいえ」と回答しています。 

 

◆認知症に関する相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

31.1%

いいえ

65.2%

無回答

3.7%

n=1183
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７．今後の暮らしについて 

（５）困りごとについて頼みたいこと 

困りごとについて頼みたいことを尋ねたところ、全体の 61.9％の人は頼み

たいことがあると回答しています。その中でも、「炊事・洗濯・掃除など、自

分ができない部分を手伝てほしい」と回答した人の割合がもっとも高く

27.0％となっています。次いで「買い物や病院等に連れて行ってほしい」と

回答した人の割合が 23.9％となっています。 

 

◆困りごとについて頼みたいこと 

 

 

 

 

10.5 

27.6 

6.8 

7.5 

9.7 

12.9 

16.0 

18.2 

18.7 

23.9 

27.0 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

無回答

頼りたくない（無償では頼れな

い）

その他

ゴミの分別

話し相手になってほしい

見守りを行ってほしい

ゴミを集積場まで運んでほしい

買い物を頼みたい

庭の草引きをしてほしい

買い物や病院等に連れて行ってほ

しい

炊事・洗濯・掃除など、自分がで

きない部分を手伝ってほしい

n=1183

（％）
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（６）困りごとについて手伝えること 

地域の人の困りごとについて手伝えると思うことを尋ねたところ、全体の

75.4％の人は手伝えることがあると回答しています。 

 

◆困りごとについて手伝えること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 

16.1 

3.6 

7.5 

11.0 

18.9 

20.6 

23.0 

27.9 

30.2 

37.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

無回答

することはできない

その他

炊事・洗濯・掃除など

ゴミの分別

買い物や病院等に連れて行く

買い物

庭の草引き

見守り

ゴミを集積場まで運ぶ

話し相手

n=1183

（％）
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（７）催しへの参加意向 

どのような催しへ参加したいか尋ねたところ、全体の 66.8％の人が催しに

参加したいと回答しました。「体力や筋力強化につながる体操教室」と回答し

た人の割合が最も高く 34.2％、次いで「人と気軽に話せるような交流会」と

回答した人の割合が 33.3％となっています。 

 

◆催しへの参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 

25.3 

3.1 

14.6 

22.6 

33.3 

34.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

無回答

参加したいと思わない

その他

囲碁や将棋等、共通の趣味

による交流

認知症予防に関する出前講

座

人と気軽に話せるような交

流会

体力や筋力強化につながる

体操教室

n=1183

（％）
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（８）下松市の実施する事業について 

①介護ボランティアポイント制度について 

介護ボランティアポイント制度について尋ねたところ、「ボランティアに登 

録している」と回答した人の割合は 1.6％、「登録はしていないが知っている」

と回答した人の割合は 24.3％となっています。 

 

◆介護ボランティアポイント制度 

 

 

②いきいき百歳体操について 

いきいき百歳体操について尋ねたところ、「参加している(参加したことが

ある)」と回答した人の割合は 4.4％、「参加はしていないが知っている」と

回答した人の割合は 35.0％となっています。 

 

◆いきいき百歳体操 

 

ボランティアに

登録している

1.6% 登録はしていな

いが知っている

24.3%

知らない

70.3%

無回答

3.7%

n=1183

参加している（参加し

たことがある）

4.4%

参加はしていない

が知っている

35.0％
知らない

58.5%

無回答

2.1%

n=1183
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③認知症サポーター養成講座について 

認知症サポーター養成講座について尋ねたところ、「受講したことがある」 

と回答した人の割合は 5.7％、「受講したことはないが知っている」と回答し

た人の割合は 21.6％となっています。 

 

◆認知症サポーター養成講座 

 

 

④認知症カフェについて 

認知症カフェについて尋ねたところ、「参加したことがある」と回答した人 

の割合は 1.8％、「参加したことはないが知っている」と回答した人の割合は

12.1％となっています。 

 

◆認知症カフェ 

 

 

受講したことがある

5.7%

受講したことはな

いが知っている

21.6%

知らない

70.0％

無回答

2.7%

n=1183

参加したことがある

1.8%

参加したことはな

いが知っている

12.1%

知らない

83.4%

無回答

2.7%

n=1183
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２ 在宅介護実態調査（一部を抜粋して掲載）                       

１．調査の概要 

（１）調査の目的 

「地域包括ケアシステムの構築」という観点に加え、「介護離職をなくしてい

くためにはどのようなサービスが必要か」といった観点も盛り込み、「高齢者等

の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サ

ービスのあり方の博方法等を検討することを目的とした在宅介護実態調査です。 

 

  （２）調査の設計 

調査内容 国が示した「在宅介護実態調査票」に基づき作成 

調査対象者 要支援１・２、要介護１～５の高齢者 

調査手法 市の調査員による認定調査対象者への聞き取り調査 

調査の期間 平成３０年１１月～令和元年７月 

 

  （３）回収結果 

本調査の回答数・有効回答数は以下のとおりです。 

回答数(人) 有効回答数(人) 

569 569 
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２．在宅介護実態調査結果を踏まえた考察 

（１）介護者が感じる不安の内容 

①下松市における介護者不安の内容 

「認知症状への対応」は要支援１・２では 20.0％が不安に感じています。

要介護１・２になると、その不安感が約２倍の 39.5％に急増しています。 

※ 自立＋ⅠからⅡにかけては「認知症状への対応」が約 2.5 倍もの不安増 

となっていますが、分析軸の特性上、自然な結果といえます。 

 

全国的には、「認知症状への対応」に加え、「夜間の排泄」も介護不安が

高い要素として捉えられており、これらをいかに軽減していくかが、在宅限

界点の向上を図るための重要なポイントになると考えられます。 

要支援１～要介護２で目立つその他の不安事項は、「外出の付き添い、送 

迎等」が挙げられます。要介護者の在宅生活の継続に向け、「認知症状への

対応」と併せて「外出支援」を課題として位置付けていく必要があると考え

られます。 
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◆要介護度別・介護者が不安に感じる介護 

 

 

 

 

 

 

 

10.0%

7.9%

1.4%

17.1%

0.7%

2.9%

10.0%

19.3%

5.7%

20.0%

2.9%

11.4%

15.0%

7.9%

2.9%

19.3%

20.0%

15.7%

20.5%

4.3%

17.8%

3.2%

4.3%

13.5%

24.3%

20.0%

39.5%

1.1%

13.0%

12.4%

10.8%

3.8%

8.6%

5.9%

21.0%

19.4%

6.5%

12.9%

1.6%

3.2%

22.6%

16.1%

8.1%

32.3%

3.2%

12.9%

14.5%

4.8%

8.1%

8.1%

4.8%

0% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

要支援１・２(n=140) 要介護１・２(n=185) 要介護３以上(n=62)
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  ◆認知症自立度別・介護者が不安に感じる介護 

 

 

 

 

 

 

 

12.7%

12.7%

2.7%

17.3%

0.9%

4.5%

13.6%

24.5%

7.3%

18.6%

2.7%

13.6%

15.5%

7.3%

2.3%

15.9%

15.5%

14.4%

18.0%

3.6%

17.3%

4.3%

1.4%

10.8%

19.4%

23.7%

46.8%

1.4%

12.9%

12.2%

12.9%

5.0%

7.9%

5.0%

28.1%

25.0%

9.4%

9.4%

0.0%

6.3%

28.1%

9.4%

9.4%

53.1%

0.0%

3.1%

6.3%

3.1%

12.5%

6.3%

3.1%

0% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

自立＋Ⅰ(n=220) Ⅱ(n=139) Ⅲ以上(n=32)
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３ 用語の説明                                 

 ◆ＩＣＴ（アイ シー ティー） 

Information and Communication Technology（情報通信技術）の略称。 

◆介護医療院 

要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活上の世話を一体的に提供する施設をいう。 

◆介護支援専門員 

ケアマネジャー。介護保険法に基づき、要介護者などの自立した日常生活を支援する専門職。

要介護者などからの相談に応じ、適切なサービスが受けられるよう市町村やサービス事業者など

との連絡・調整を行う。 

◆介護予防・日常生活支援総合事業 

高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう支援する施策を総合的・一体的に行う事業。 

◆介護予防福祉用具貸与 

介護予防に役立つ福祉用具についての貸与を行う。 

 ◆介護療養型医療施設（療養病棟等） 

長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所し、必要な介護を行う。 

 ◆介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に入所し日常生活の支援や機能訓練などを行

う。 

◆介護老人保健施設（老人保健施設） 

状態が安定している人が、在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心とする医療ケアと

介護を行う。 

◆基本チェックリスト 

高齢者を対象に、社会参加、運動機能、栄養状態、口腔機能、閉じこもり、認知症、うつの程

度・有無などを調べるための質問の一覧表で厚生労働省が作成。 

二次予防事業対象者の把握及び介護予防事業効果の評価に活用してきたが、総合事業の実施に

あわせて迅速かつ簡易にサービスにつなげていくための手段に用いる。 

◆居宅介護支援、介護予防支援 

心身の状況や環境、利用者家族の希望により居宅サービス計画（ケアプラン）を作成する。 

◆居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行う。 
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 ◆緊急通報装置 

ひとり暮らしの高齢者などに緊急事態が起こったときに、管理センターにすぐに通報できる装

置。 

 ◆くだまつ絆ネット 

認知症などの理由により家に帰ることができなくなる恐れがある人の氏名や写真などを事前に

登録し、その人が行方不明になったときに、登録した情報を活用し、早期発見・生命の危険回避

に努めるもの。 

 ◆グループホーム 

高齢者や障害者が、日常生活の援助を受けながら共同生活を送る施設。少人数で、家庭的な雰

囲気であることが特徴である。 

◆ケアマネジメント 

要介護者などが個々のニーズにあった利用者本位のサービスを適切に受けられるよう、保健・

医療・福祉にわたる様々な介護サービスを総合的、一体的、効率的に提供するための手法のこ

と。介護支援専門員がその中核を担う。 

 ◆ケアプラン 

介護保険サービスの利用にあたり、利用者の心身の状況や希望、家族らを含む生活環境などを

考慮し、利用するサービスの種類や内容、頻度などを定めた計画のこと。 

 ◆軽度認知障害（ＭＣＩ） 

認知症と診断されないが、記憶障害と軽度の認知障害が認められ、正常と言い切れない中間的

な段階。 

 ◆軽費老人ホーム 

利用料金が安価で入所できる老人福祉施設。利用者の家庭や住宅の環境などにより、Ａ型、Ｂ

型、介護利用型経費老人ホームがある。 

 ◆元気アップ教室 

「くだまつサンサン体操」をさらに低負荷のものにして、室内でイスに座ってできる体操を中

心とした運動器の機能向上の実践活動の一つ。また、教室終了後も住民自ら活動できるよう「く

だまつサンサンリセット体操」「くだまつサンサンスマイル体操」を制作している。 

◆高齢者保健福祉実態調査 

民生委員による訪問によって行われる高齢者の生活実態調査。生活状況、保健福祉サービスに

対するニーズなどを把握し、高齢者福祉施策推進のための基礎資料とするために毎年実施してい

る。６５歳以上ひとり暮らし、７５歳以上ふたり暮らし、在宅寝たきり等の３種類あり、調査票

は市、民生委員で共有される。 

◆住宅改修費支給、介護予防住宅改修費支給 

手すりの取り付け、段差の解消などの住宅改修を行った場合の費用を支給する。 

 ◆小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心として、随時「訪問」や「泊まり」ができ、食事・入浴などの介護や機能訓練

などを行う。 
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 ◆生活支援コーディネーター 

関係者のネットワークや既存の取組や組織などを活用しながら、地域に不足するサービスの創

出やサービスの担い手の養成などを行う。 

 ◆生活習慣病 

発症や進行に食習慣や運動習慣、喫煙、飲酒などの生活習慣の影響で発症する病気。「成人

病」と呼ばれていたが生活習慣の重要性を喚起するため、名称を変更された。代表的なものとし

て、高血圧、糖尿病、高脂血症、脳卒中、がん、心疾患などがある。 

 ◆成年後見制度 

認知症や精神障害などにより判断能力が不十分で意思決定が困難な人について、代理人（後見

人）などが代わりに契約の締結を行うなど、法的に保護する制度。家庭裁判所が後見人、保佐

人、補助人を選任する法定後見制度と本人の希望によりあらかじめ契約によって定めておく任意

後見制度がある。 

 ◆第１号被保険者（ここでは介護保険における第１号被保険者をいう） 

市町村の区域内に住所を有する６５歳以上の者。 

 ◆第 2 号被保険者（ここでは介護保険における第 2 号被保険者をいう） 

市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満で、医療保険に加入している者。 

◆短期入所生活介護（ショートステイ）、介護予防短期入所生活介護 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入所し、食事・入浴などの介護や機能

訓練などを行う。 

◆短期入所療養介護（ショートステイ）、介護予防短期入所療養介護 

介護老人保健施設などに短期間入所し、医療、介護や機能訓練などを行う。 

 ◆団塊ジュニア世代 

昭和 46～49 年（１９71～１９74 年）頃の第二次ベビーブーム時代に生まれた世代。他世

代に比較して人数が多いことからいう。 

 ◆団塊の世代 

昭和 22～24 年（1947～1949 年）頃の第一次ベビーブーム時代に生まれた世代。他世代

に比較して人数が多いことからいう。 

 ◆地域共生社会 

高齢者、障害者、子どもなど、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこ

とができる社会をいう。 

◆地域ケア会議 

高齢者の個別ケース（困難事例）について、多職種協働による自立支援に資するケアマネジメ

ント支援を行い、地域支援ネットワークを構築するとともに地域課題の把握につなげる。 
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 ◆地域福祉権利擁護事業 

高齢や障害などで福祉サービスを適切に利用できない人を援助する事業。福祉サービスの利用

手続きや利用料金の支払いを行う福祉サービス利用援助、公共料金の支払いを行う日常的金銭管

理サービスなどがある。社会福祉協議会が実施している。 

◆地域包括ケアシステム 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・

介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される（体制・仕組み）。 

◆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員が２９人以下の小規模な介護老人福祉施設において、食事・入浴などの介護や健康管理を

行う。 

◆地域密着型通所介護 

定員が１８人以下の小規模な通所介護施設において、日常生活上の世話や機能訓練などを行

う。 

◆通所介護（デイサービス） 

通所介護施設などに通い食事・入浴・排泄などの身体介護や機能訓練などを行う。 

◆通所リハビリテーション（デイケア）、介護予防通所リハビリテーション 

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士などによる機能訓練などを

行う。 

◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を 24 時間体制で行う。 

◆日常生活圏域 

住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活できるよう、地理的条件などを総合的に勘

案して、市が定める圏域をいう。 

 ◆日常生活自立度 

認知症や障害の程度を踏まえた日常生活自立度の程度を示すもの。 

 ◆認知症カフェ 

認知症の人やその家族が、地域住民や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解する場をい

う。 

 ◆認知症ケアパス 

認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示したもの。 

 ◆認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン） 

認知症の人が住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らしていくために必要としていること

に応えていくための施策を総合的に推進するために策定された。 
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 ◆認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の人を対象に共同生活を営む住居において、食事・入浴などの介護や機能訓練などを行

う。 

◆認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

通所施設で認知症の人を対象に、食事・入浴などの介護や機能訓練などを行う。 

◆認知症地域支援推進員 

認知症の人ができるかぎり住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情

に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその

家族を支援する相談業務を行う人をいう。 

◆バリアフリー 

高齢者や障害者などが社会生活をする上で障壁となるものを除去し、全ての人が自立した生活

を送ることができるようにする考え方や手段。 

◆パブリックコメント 

行政機関が基本的な政策などに関する条例や計画などを策定する際に、市民にその内容を案と

して公表し、寄せられた意見を十分考慮したうえで、最終的な意思決定をし、寄せられた意見と

それに対する市の考え方を公表する一連の手続きのこと。 

◆避難行動要支援者 

災害が発生したとき、自分の力で避難することが難しく、被害に遭わないよう安全に避難する

ための支援が必要と思われる人をいう。 

◆福祉用具購入、介護予防福祉用具購入 

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に購入費が支給される。 

◆福祉用具貸与 

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与を行う。 

◆ふれあい・いきいきサロン 

小地域において、家に閉じこもりがち、話し相手がいないといった不安や悩みを持った人が集

まり、楽しく、気軽に、無理なく過ごせる場を、小地域ごとに設置し、参加者と運営ボランティ

アが自由な発想のもとに自主的に運営していく活動。 

◆フレイル 

加齢とともに心身の活力が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障が

いされ、心身の脆弱化が出現した状態であるが、適切な介入・支援により、生活機能の維持・向

上が可能な状態像。 

 ◆ヘルプカード 

障害のある方等が困った時に、必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのカード。 

◆訪問介護 

ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴・排泄などの身体介護や掃除・洗濯・食事などの生活

援助を行う。 
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◆訪問看護、介護予防訪問看護 

看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助などを行う。 

◆訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行う。 

◆訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、機能訓練（リハビリテーション）を行う。 

◆有料老人ホーム 

食事、入浴、排せつの介護または食事の介護など日常生活の世話のサービスを提供する民間の

入居施設。 

◆ユニバーサルデザイン 

障害の有無や年齢などに関係なく、全ての人が使いやすく、快適で安全に利用できるようにつ

くられた製品・環境のデザイン。 

◆養護老人ホーム 

環境や経済的理由により在宅で養護を受けることが難しい６５歳以上の高齢者を入所させて養

護する施設。 

◆理学療法士 

医師の指示のもとに、身体に障害のある方に、主として基本動作能力の回復を図るため、関節

可動域訓練、歩行訓練などの運動療法や電気治療、マッサージなどの物理療法による治療を行い

機能の改善や維持を図るリハビリテーション治療の専門職。 
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４ 下松市高齢者対策推進本部設置要綱                       

（設置） 

第１条 進展する高齢化社会に対応した総合的な高齢者対策を推進するため、下松

市高齢者対策推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 高齢者対策に係る施策の総合的推進に関すること。 

(2) 高齢者対策の総合的な企画及び立案に関すること。 

(3) その他高齢者対策について必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副市長をもって充てる。 

４ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（本部長） 

第４条 本部長は、推進本部を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が招集する。 

２ 前項の会議の議長は、本部長をもって充てる。 

（幹事会） 

第６条 推進本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は、健康福祉部長をもって充てる。 

４ 副幹事長は、長寿社会課長をもって充てる。 

５ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

６ 幹事会は、本部長の命を受けて推進本部の事務を処理する。 

７ 幹事会の会議は、幹事長が招集する。 

８ 前項の会議の議長は、幹事長をもって充てる。 

（参考人の出席） 

第７条 本部長は推進本部の会議に、幹事長は幹事会の会議に、必要に応じ参考人

の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 推進本部の庶務は、健康福祉部長寿社会課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、本

部長が定める。 
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附 則（令和２年１０月３０日） 

この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第３条第４項関係） 

教育長 上下水道事業管理者（上下水道局長） 企画財政部長 総務部長  

地域政策部長 生活環境部長 健康福祉部長 子育て支援担当部長  

経済部長 建設部長 教育部長 議会事務局長 消防長 

 

別表第２（第６条関係） 

企画財政部 企画政策課長 税務課長 

総務部 総務課長 防災危機管理課長 

地域政策部 地域政策課長 

生活環境部 市民課長 保険年金課長 

健康福祉部 福祉支援課長 子育て支援課長 健康増進課長 人権推進課長 

経済部 産業振興課長 農林水産課長 

建設部 土木課長 住宅建築課長 都市整備課長 

教育委員会 生涯学習振興課長 
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５ 下松市高齢者保健福祉推進会議設置要綱                    

（目的） 

第１条 介護保険制度の円滑な導入・運営、介護保険事業計画及び老人保健福祉計

画の策定並びにこれらの計画の推進について、広く市民の意見を反映させるため、

下松市高齢者保健福祉推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 推進会議は、委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は、別表に定める関係団体等からの推薦を受けた者又は公募による者若し

くは市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

（会長） 

第３条 推進会議に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理

する。 

（運営） 

第４条 推進会議は、会長が招集する。 

２ 推進会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 推進会議は、必要に応じて、参考人の出席を求めてその意見を求めることがで

きる。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（部会） 

第６条 推進会議は、時代の要請に応じた重点的な課題に対応するため、委員をも

って構成する部会を置くことができる。 

２ 部会の運営について必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、健康福祉部長寿社会課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、会長

が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１０年７月６日から施行する。 

（平２９．５．１５・旧附則・一部改正） 

（推進会議の招集の特例） 

２ 委員の任期の開始日以後最初に開催される推進会議は、第４条第１項の規定に

かかわらず、市長が招集する。 
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（平２９．５．１５・追加） 

（委員の任期の特例） 

３ 平成２９年度において市長が委嘱する委員の任期は、第５条第１項の規定にか

かわらず、同年度の末日までとする。 

（平２９．５．１５・追加、令２．３．３１・一部改正） 

４ 令和２年度において市長が委嘱する委員の任期は、第５条第１項の規定にかか

わらず、同年度の末日までとする。 

（令２．３．３１・追加） 

附 則（令和２年３月３１日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

下松市高齢者保健福祉推進会議関係団体等名簿 

区分 関係団体等 

学識経験者 下松地区労働者福祉協議会 

サービス利用者 下松市自治会連合会 

下松市老人クラブ連合会 

下松認知症を支える会 

いきいき・ふれあいサロン 

老人集会所運営委員会 

保健医療福祉団体等関係者 下松医師会 

下松市歯科医師会 

下松市薬剤師会 

下松市食生活改善推進協議会 

下松市社会福祉協議会 

下松市民生委員児童委員協議会 

下松ボランティア代表 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

下松市介護支援専門員協会 

下松市シルバー人材センター 

地域医療連携室 

理学療法士会 
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下松市高齢者保健福祉推進会議委員名簿 

 

区 分 関 係 団 体 等 氏 名 

学識経験者 下松地区労働者福祉協議会 繁澤 和弘 

サービス利用者 

下松市自治会連合会 辻 國政 

シニアクラブ下松 糀谷 政人 

下松認知症を支える会（えくぼの会） 浅原 郁子 

公募又は市長が必要と認める人 髙橋 眞智子 

公募又は市長が必要と認める人 

（第一層生活支援コーディネーター） 
石田 寿幸 

老人集会所運営委員会 山本 朋由 

いきいき・ふれあいサロン 天谷 京子 

保健医療福祉 

団体等関係者 

下松医師会 岸田 健伸 

下松市歯科医師会 原野 有正 

下松市薬剤師会 角田 勇太郎 

下松市食生活改善推進協議会 石戸 亨子 

下松市社会福祉協議会 市川 正紀 

下松市民生児童委員協議会 伊藤 信弘 

下松ボランティア代表（まつぼっくりの会） 久保 朝子 

介護老人保健施設（ふくしの里） 有本 一仁 

介護老人福祉施設（松寿苑） 古殿 雄二 

下松市介護支援専門員協会 田村 則子 

下松市シルバー人材センター 村上 孝司 

地域連携室（周南記念病院） 岡 貴之 

山口県理学療法士会 大谷 道明 

（順不同、敬称略） 
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６ 下松市高齢者保健福祉推進会議設置規則                    

令和 3 年 4 月 1 日、「下松市高齢者保健福祉推進会議設置要綱」が廃止され、新

たに「下松市高齢者保健福祉推進会議設置規則」が施行されます。 

（目的） 

第１条 老人保健法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８、介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第１１７条及び下松市付属機関設置条例（令和３年下松

市条例第５号）の規定に基づき、介護保険制度の円滑な導入・運営、介護保険事

業計画及び老人保健福祉計画の策定並びにこれらの計画の推進について、広く市

民の意見を反映させるため、下松市高齢者保健福祉推進会議（以下「推進会議」

という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 推進会議は、委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は、別表に定める関係団体等からの推薦を受けた者又は公募による者若し

くは市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

（会長） 

第３条 推進会議に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理

する。 

（運営） 

第４条 推進会議は、会長が招集する。 

２ 推進会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 推進会議は、必要に応じて、参考人の出席を求めてその意見を求めることがで

きる。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（部会） 

第６条 推進会議は、時代の要請に応じた重点的な課題に対応するため、委員をも

って構成する部会を置くことができる。 

２ 部会の運営について必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、健康福祉部長寿社会課において処理する。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、会長

が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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（推進会議の招集の特例） 

２ 委員の任期の開始日以後最初に開催される推進会議は、第４条第１項の規定に

かかわらず、市長が招集する。 

別表（第２条関係） 

下松市高齢者保健福祉推進会議関係団体等名簿 

区分 関係団体等 

学識経験者 下松地区労働者福祉協議会 

サービス利用者 下松市自治会連合会 

シニアクラブ下松 

下松認知症を支える会 

いきいき・ふれあいサロン 

老人集会所運営委員会 

保健医療福祉団体等関係者 下松医師会 

下松市歯科医師会 

下松市薬剤師会 

下松市食生活改善推進協議会 

下松市社会福祉協議会 

下松市民生児童委員協議会 

下松ボランティア代表 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

下松市介護支援専門員協会 

下松市シルバー人材センター 

地域医療連携室 

理学療法士会 
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７ 下松市地域包括ケアシステム深化・推進のための施策・事業など 

  【項目】   【施策・事業】   【サービスなど】 

           

          ・健康教育 

・健康相談 

・家庭訪問 

・特定健診、高齢者の 

健康診査 

・特定保健指導 

・がん検診 

・歯周疾患検診 

          

  
健康づくりの推進 

  
健康増進事業 

    

        

          

          

           

          

・予防給付型訪問介護 

・生活維持型訪問介護 

・住民互助型訪問介護 

        
訪問型サービス 

 

         

          

     
介護予防・生活支援サービス 

     

          

          ・予防給付型通所介護 

・共生型通所介護 

・生活維持型通所介護 

・住民互助型通所介護 

・機能訓練型通所介護 

        
通所型サービス 

 

         

          

           

          ・介護予防ケアマネジ 

メント           

           

          

・元気アップ教室 

・アクアピア教室 

・ノルディックウォーク 

教室 

・お口の健康教室 

・認知症予防教室 

          

  介護予防・日常生活

支援総合事業の充実 

     
教室型 

 

        

          

          

           

          ・いきいき百歳体操 

・くだまつサンサン体操 

・イスを使ったくだまつ 

サンサン体操 

・ノルディックウォーク 

ＯＢ会 

・アクアピア教室ＯＢ会 

・脳ひらめき教室 

     
一般介護予防事業の充実 

    

       
グループ活動型 
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・認知症講演会 

・介護予防手帳の配布 

・介護支援ボランティ 

アポイント制度 

・サロン等活動支援事業 

・地域活動組織支援事業 

          

        
講演会など 

 

         

          

          

           

        

・第一層協議体の設置運営 

（生活支援コーディネーターの配置） 

・第二層協議体の設置運営 

（生活支援コーディネーターの配置） 

・地域づくり講演会 

・地域支え合いドライバー養成事業 

        

     
生活支援体制整備事業 

  

       

        

        

         

        ・在宅医療・介護連携推進研究会の開催 

・多職種連携勉強会の開催 

・在宅医療・介護連携支援センターの設置 

・市内医療機関などのリスト作成などの 

資源把握 

・情報共有ツールなどの整備 

・在宅・医療介護連携の普及・啓発 

・終活安心支援事業 

        

     
在宅医療・介護連携推進事業 

  

       

        

  包括的支援事業の 

実施 

     

          

        
・認知症サポート医との連携 

・認知症初期集中支援チームの運営・活用 

・認知症ケアパスの活用 

・認知症地域支援推進員の配置 

・認知症カフェの設置 

・成年後見制度の周知及び利用促進 

・地域での見守り体制整備 

        

     
認知症総合事業 

  

       

        

        

           

        

・相談支援 

・高齢者の虐待防止に向けた取組 

・地域ケア会議の充実 

     地域包括支援センター機能

の充実強化 

  

       

        

           

        
・高齢者バス利用助成事業 

・緊急通報装置設置運営事業 

・食の自立支援事業 

・在宅ねたきり老人等紙おむつ給付事業 

・高齢者訪問介護サービス事業 

・移送サービス費助成事業 

・寝具乾燥事業 

・高齢者訪問理美容助成事業 

・訪問介護利用助成事業 

・訪問歯科健康診査事業 

        

        

  在宅生活を支える 

制度 

     

       

        

        

        

         


